
宇根山家族旅行村のキャンプの様子

消防ポンプ自動車

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

厚
生
文
教
委
員
会

用
期
間
を
延
長
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
。

議
第
54
号
「
財
産
の
取
得
に

つ
い
て
」

【
概
要
】
三
原
消
防
署
に
配

備
し
て
い
る
高
規
格
救
急
車

を
価
格
３
４
７
３
万
４
５
８

０
円
で
更
新
す
る
も
の
。

議
第
55
号
「
財
産
の
取
得
に

つ
い
て
」

【
概
要
】
世
羅
消
防
署
世
羅

西
出
張
所
に
配
備
し
て
い
る

小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
車
を

圧
縮
空
気
泡
消
火
装
置
付
き

の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
に
価

格
３
７
４

０
万
円
で

更
新
す
る

も
の
。

議
第
56
号
「
辺
地
に
係
る
公

共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画

（
八
幡
辺
地
）
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
辺
地
対
策
事
業
債

６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
52
号
「
三
原
市
個
人
情

報
保
護
条
例
等
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
」

【
概
要
】
デ
ジ
タ
ル
改
革
関

連
法
案
の
制
定
に
よ
り
、
い

わ
ゆ
る
番
号
法
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
発
行
主
体
が
市
町

村
か
ら
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構
に
変
更
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
三
原
市
手
数

料
徴
収
条
例
に
規
定
す
る
個

人
番
号
カ
ー
ド
再
交
付
手
数

料
の
条
項
を
削
除
す
る
な

ど
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
。

議
第
53
号
「
三
原
市
税
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
地
方
税
法
等
の
改

正
に
伴
い
、
個
人
市
民
税
の

非
課
税
判
定
等
に
係
る
扶
養

親
族
の
範
囲
の
見
直
し
及
び

特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入

費
の
医
療
費
控
除
特
例
の
適

６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
59
号
「
三
原
市
予
防
接

種
健
康
被
害
調
査
委
員
会
条

例
及
び
三
原
市
非
常
勤
職
員

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
」

【
概
要
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
ワ
ク
チ
ン
等
の
接
種
の

副
反
応
に
よ
り
健
康
被
害
が

生
じ
た
場
合
の
調
査
等
を
実

施
す
る
委
員
会
に
つ
い
て
、

必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
副
反

応
が
原
因
と
疑
わ
れ
る
健
康

被
害
が
発
生
し
て
い
る
の

か
。

答
本
市
の
ワ
ク
チ
ン
接
種

は
、
６
月
13
日
現
在
で
、
65

歳
以
上
の
高
齢
者
の
38
・

４
％
の
方
が
１
回
又
は
２
回

の
接
種
を
終
え
て
い
る
状
況

を
活
用
し
、
市
道
八
幡
町
16

号
線
の
整
備
を
２
６
０
０
万

円
で
行
う
た
め
計
画
を
定
め

る
も
の
。

議
第
57
号
「
辺
地
に
係
る
公

共
的
施
設
の
整
備
計
画
（
鹿

群
・
馬
井
谷
辺
地
）
を
定
め

る
こ
と
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
辺
地
対
策
事
業
債

を
活
用
し
、
市
道
高
坂
町
73

号
線
の
整
備
を
４
１
０
０
万

円
で
行
う
た
め
計
画
を
定
め

る
も
の
。

議
第
58
号
「
辺
地
に
係
る
公

共
施
設
の
総
合
整
備
計
画

（
向
田
辺
地
）
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
辺
地
対
策
事
業
債

を
活
用
し
、
市
道
鷺
浦
町
83

号
線
の
整
備
を
１
７
０
０
万

円
で
行
う
た
め
計
画
を
定
め

る
も
の
。

【
採
決
】

　
質
疑
及
び
討
論
は
無
く
、

採
決
の
結
果
、
議
第
52
号
他

６
件
に
つ
い
て
、
全
員
一

致
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

で
あ
る
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

に
よ
り
当
委
員
会
に
よ
る
調

査
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
重

篤
な
健
康
被
害
が
生
じ
た
事

例
は
な
い
。

議
第
60
号
「
三
原
市
人
権
文

化
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
三
原
市
本
郷
人
権

文
化
セ
ン
タ
ー
の
一
部
屋
を

供
用
す
る
こ
と
に
伴
い
、
使

用
料
の
額
と
既
存
の
会
議
室

の
名
称
を
変
更
す
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

議
第
61
号
「
三
原
市
宇
根
山

家
族
旅
行
村
設
置
及
び
管
理

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
こ
の
施
設
に
、
新

た
に
ビ
ッ
グ
オ
ー
ト
キ
ャ
ン

プ
サ
イ
ト
及
び
電
源
設
備
を

設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
施

設
名
称
の
変
更
と
使
用
料
の

額
を
定
め
る
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
市
内
外
か
ら
の
キ
ャ
ン

プ
場
の
利
用
状
況
は
ど
う

か
。
ま
た
、
施
設
を
改
修
す

る
こ
と
で
、
更
な
る
利
用
者

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
の

か
。

答
令
和
２
年
度
の
利
用
者

は
延
べ
２
１
５
８
人
で
あ

り
、
市
外
か
ら
の
利
用
者
は

77
・
６
％
で
あ
る
。
ま
た
、

今
回
の
施
設
整
備
は
、
利
用

者
か
ら
の
声
に
基
づ
き
整
備

し
、
新
規
利
用
者
の
確
保
に

つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

議
第
62
号
「
三
原
市
武
道
館

設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
こ
の
施
設
に
、
冷

暖
房
装
置
を
設
置
す
る
こ
と

に
伴
い
、
そ
の
使
用
期
間
の

使
用
料
を
定
め
る
た
め
、
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

【
採
決
】

　
採
決
の
結
果
、
議
第
59
号

他
３
件
に
つ
い
て
、
全
員
一

致
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。
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６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
63
号
「
三
原
市
農
業
振

興
資
金
利
子
補
給
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
農
業
振
興
資
金
の

貸
付
け
を
農
業
者
等
へ
迅
速

に
行
え
る
よ
う
、
対
象
と
な

る
資
金
の
種
類
等
を
別
に
定

め
る
規
則
に
委
任
す
る
と
と

も
に
、
同
規
則
に
お
い
て
、

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
の
影
響
を
受
け
た
養
鶏
経

営
体
を
対
象
と
し
た
家
畜
疾

病
経
営
維
持
資
金
の
利
子
補

給
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
昨
年
、
市
内
で
発
生
し

た
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
影
響
を
受
け
た
養
鶏

経
営
体
を
対
象
に
貸
付
け
た

資
金
の
利
子
補
給
は
、
今
年

度
を
も
っ
て
終
了
す
る
の

か
。

答
当
該
資
金
の
利
子
補
給

に
つ
い
て
は
、
今
年
度
末
ま

で
の
承
諾
分
で
終
了
す
る
予

定
で
あ
る
が
、
今
年
度
以

降
、
同
様
の
事
例
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
に

つ
い
て
、
共
同
で
利
子
補
給

事
業
を
行
っ
て
い
る
県
と
調

整
の
う
え
対
応
を
考
え
た

い
。

議
第
64
号
「
三
原
市
建
築
手

数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
」

【
概
要
】
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
適
合
性
判
定
の
審
査

に
お
け
る
省
エ
ネ
基
準
適
合

義
務
の
対
象
範
囲
が
拡
大
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
拡

大
さ
れ
た
範
囲
の
手
数
料
の

区
分
、
及
び
そ
の
額
を
定
め

る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
省
エ
ネ
基
準
適
合
義
務

に
お
け
る
審
査
対
象
が
、
非

住
宅
建
築
物
に
お
い
て
床
面

積
２
０
０
０
㎡
以
上
か
ら
３

０
０
㎡
以
上
に
変
更
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
審
査
件
数
の

増
加
な
ど
、
本
市
へ
の
影
響

は
ど
の
程
度
あ
る
の
か
。

答
昨
年
度
の
建
築
確
認
申

請
に
お
い
て
、
３
０
０
㎡
以

上
の
対
象
物
件
の
数
は
10
件

程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
法
律
の
改
正
に
よ
る

審
査
へ
の
影
響
は
極
め
て
少

な
い
と
考
え
て
い
る
。

行
政
説
明
案
件

「
三
原
西
消
防
署
整
備
事
業

の
一
部
変
更
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
新
三
原
西
消
防
署

の
造
成
面
積
を
約
３
０
０
０

㎡
か
ら
約
３
３
０
０
㎡
に
、

有
効
面
積
を
約
１
９
２
０
㎡

か
ら
約
２
０
０
０
㎡
に
変
更

す
る
。
解
体
す
る
施
設
を
当

初
の
西
消
防
署
と
本
郷
福
祉

セ
ン
タ
ー
か
ら
、
西
消
防
署

は
残
し
、
本
郷
公
民
館
、
本

郷
体
育
セ
ン
タ
ー
の
３
施
設

に
変
更
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
解
体
施
設
が
２
施
設
か

ら
３
施
設
に
変
更
に
な
っ
た

が
費
用
は
変
わ
る
の
か
。
現

消
防
庁
舎
の
耐
震
化
と
利
活

用
計
画
は
。

答
今
の
と
こ
ろ
予
算
内
で

納
ま
る
予
定
だ
が
、
南
側
の

敷
地
の
か
さ
上
げ
を
検
討
し

て
い
る
の
で
、
実
施
す
る
と

な
る
と
経
費
が
増
額
す
る
見

込
み
で
あ
る
。
現
消
防
庁
舎

の
具
体
的
な
利
用
計
画
は
な

い
。
計
画
が
決
ま
っ
た
上

で
、
耐
震
化
等
必
要
に
応
じ

て
実
施
し
て
い
く
。

「
市
民
避
難
行
動
促
進
「
三

原
ス
タ
イ
ル
」
構
築
連
携
協

議
会
の
設
立
及
び
今
後
の
取

組
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
本
市
と
市
内
の
企

業
・
団
体
が
連
携
し
て
、
効

果
的
な
市
民
の
避
難
行
動
促

進
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
災
害
防
災
協
定
を
締
結

し
た
企
業
は
何
社
か
。
ま

た
、
広
島
県
と
合
同
で
実
施

し
た
防
災
訓
練
は
、
団
体
の

参
加
は
あ
っ
た
が
、
市
民
の

参
加
意
識
が
低
か
っ
た
と
思

う
が
、
こ
の
三
原
ス
タ
イ
ル

を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
よ
り

意
識
の
向
上
が
見
込
ま
れ
る

の
か
。

答
協
定
を
締
結
し
た
企
業

は
、
約
30
社
で
あ
る
。

　
訓
練
参
加
な
ど
実
際
の
行

動
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
と

い
う
課
題
は
認
識
し
て
い

る
。
市
民
の
日
常
生
活
の
中

に
、
常
に
防
災
情
報
に
触
れ

て
い
る
と
い
う
状
況
を
作

り
、
意
識
の
向
上
を
企
業
の

協
力
も
得
な
が
ら
図
っ
て
い

き
た
い
。

議
第
65
・
66
号
「
市
道
路
線

の
廃
止
及
び
認
定
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
本
郷
町
船
木
地
区

か
ら
本
郷
産
業
団
地
に
通
ず

る
高
坂
町
16
号
線
の
７
０
０

ｍ
を
廃
止
し
、
新
た
に
１
３

５
ｍ
の
区
間
を
高
坂
町
79
号

線
と
し
て
認
定
す
る
も
の
。

議
第
67
号
「
訴
え
の
提
起
に

つ
い
て
」

【
概
要
】
移
転
統
合
建
替
え

を
行
う
市
営
宮
沖
住
宅
の
用

地
内
に
所
在
す
る
個
人
名
義

の
土
地
二
筆
の
相
続
人
に
対

し
て
、
時
効
取
得
を
原
因
と

す
る
所
有
権
移
転
登
記
手
続

を
求
め
る
訴
状
を
裁
判
所
に

提
出
し
た
と
こ
ろ
、
新
た
に

相
続
人
２
名
の
存
在
が
判
明

し
た
こ
と
か
ら
、
訴
え
の
相

手
方
に
追
加
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
。

【
採
決
】

　
採
決
の
結
果
、
議
第
63
号

他
４
件
に
つ
い
て
、
全
員
一

致
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

行
政
説
明
案
件

「
三
原
内
港
再
生
基
本
計
画

（
原
案
）の
作
成
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
三
原
内
港
再
生
基

本
計
画
の
原
案
の
作
成
に
あ

た
り
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
及

び
ウ
ェ
ブ
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の

意
見
を
整
理
し
、
三
原
内
港

再
生
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
基
本

方
針
等
の
説
明
が
さ
れ
た
。

問
一
般
市
民
や
各
団
体
が

求
め
て
い
る
こ
と
と
、
関
心

を
示
す
企
業
の
ニ
ー
ズ
が
一

致
し
て
い
な
い
が
、
ど
の
よ

う
に
進
め
る
の
か
。

答
事
業
者
と
、
市
民
の
意

見
を
反
映
で
き
る
よ
う
連
携

を
取
っ
て
調
整
を
し
て
い

く
。

問
内
港
エ
リ
ア
だ
け
で
な

く
、
他
の
エ
リ
ア
と
結
び
付

け
た
整
備
が
必
要
で
は
な
い

か
。

答
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を

基
本
に
、
駅
前
周
辺
と
結
び

付
け
て
、
ど
う
再
生
さ
せ
て

い
く
か
を
検
討
す
る
。

問
個
人
の
区
分
所
有
者
が

多
い
港
湾
ビ
ル
は
ど
う
し
て

い
く
の
か
。

答
区
分
所
有
者
と
の
集
会

を
重
ね
て
、
今
後
の
ビ
ル
の

あ
り
方
に
つ
い
て
現
在
協
議

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
帝
人
護
岸
の
活
用
の
考

え
は
な
か
っ
た
の
か
。

答
一
民
間
企
業
の
企
業
活

動
の
範
疇
と
な
る
た
め
、
基

本
計
画
に
は
含
め
て
い
な

い
。

経
済
建
設
委
員
会
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